
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
号

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
七
年
法
律

第
七
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
第
二
号
ハ
及
び
第
五
号
並
び
に
第
三
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る

多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
地
域
に
お
け
る
住
宅
に
対
す
る
多
様
な
需
要
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
）

第
一
条
　
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
建
築
物
の
除
却
に
関
す
る
事
業
と

す
る
。

第
二
条
　
削
除

（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
に
準
ず
る
者
）

第
三
条
　
法
第
六
条
第
三
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
格
を
有
し
な
い
社
団
で
あ
っ
て
、
代
表
者
の
定
め
が
あ
り
、
か
つ
、
地
域
に
お

け
る
良
好
な
居
住
環
境
の
形
成
を
図
る
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

二
　
地
方
公
共
団
体
が
資
本
金
の
二
分
の
一
以
上
を
出
資
し
て
い
る
株
式
会
社
で
、
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等

（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事

業
を
営
む
も
の

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
を
推

進
す
る
観
点
か
ら
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業
又
は
事
務
を
実
施
す
る
者
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
指
定

し
た
も
の

（
主
と
し
て
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
居
住
者
に
便
宜
を
供
与
す
る
も
の
）

第
四
条
　
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平

成
十
七
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
通
常
の
事
業
所
に
雇

用
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
て
、
雇
用
契
約
に
基
づ
く
就
労
が
困
難
で
あ
る
者
に
対
し
て
行
う
就
労
の
機
会
の

提
供
及
び
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ

の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
地
域
住
宅
計
画
の
添
付
書
類
等
）

第
五
条
　
地
方
公
共
団
体
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
地
域
住
宅
計
画
を
提
出
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
地
域
住
宅
計
画
に
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金
の
額
の
限
度
を
算
定
す
る
た
め
に

必
要
な
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
交
付
金
の
交
付
手
続
、
交
付
金
の
経
理
そ
の
他
の
必
要
な

事
項
を
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
金
の
額
）

第
六
条
　
法
第
七
条
第
二
項
の
交
付
金
は
地
域
住
宅
計
画
を
作
成
す
る
地
方
公
共
団
体
ご
と
に
交
付
す
る
も
の
と

し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
を
限
度
と
す
る
。

｛
（
Ｎ
１
＋
Ｎ
２
）×

Ｃ
ｈ
＋Σ

Ｃ
ｎ
｝×

０
．
５

（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｎ
１
、
Ｎ
２
、
Ｃ
ｈ
及
び
Ｃ
ｎ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｎ
１

地
域
住
宅
計
画
を
作
成
す
る
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
に
存
す
る
公
的
賃
貸
住
宅
等
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
公
的
賃
貸
住
宅
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
計
画
期
間
終
了
の
日
ま
で
に

公
営
住
宅
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
各
項
に
定
め
る

住
宅
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
各
項
に
定
め
る
耐
用
年
限
の
二
分
の
一
を
経
過
し
て
い
る
住
宅
そ
の
他
の
住
宅

と
し
て
の
機
能
が
相
当
程
度
低
下
し
て
い
る
住
宅
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
戸
数

Ｎ
２

地
域
住
宅
計
画
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
が
新
た
に
整
備
す
る
住
宅
（
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
整
備
に
要
す
る

費
用
の
一
部
を
負
担
し
て
整
備
の
推
進
を
図
る
住
宅
を
含
む
。
）
の
戸
数

Ｃ
ｈ

公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
に
要
す
る
一
戸
当
た
り
の
標
準
的
な
費
用
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額

Ｃ
ｎ

地
域
住
宅
計
画
に
基
づ
き
整
備
さ
れ
る
公
共
公
益
施
設
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
共
公
益
施
設
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
当
該
公
共
公
益
施
設
の
規
模
及
び
単
位
規
模
当
た
り
の
標
準

的
な
整
備
費
を
基
礎
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
公
共
公
益
施
設
の
整
備

に
要
す
る
標
準
的
な
費
用
の
額
）

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
交
付
金
の
額
を
算
出
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

る
。

（
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
入
居
者
の
資
格
に
係
る
認
定
の
基
準
の
特
例
を
受
け
る
た
め
の
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の

入
居
者
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
）

第
七
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
月
と
す
る
。

（
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
入
居
者
の
資
格
に
係
る
認
定
の
基
準
の
特
例
に
係
る
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
賃
貸
借
の

期
間
）

第
八
条
　
法
第
十
三
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
法
第
六
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
当
分

の
間
、
地
震
に
対
す
る
構
造
耐
力
上
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
た
め
保
安
上
危
険
な
マ
ン
シ
ョ
ン
（
マ
ン

シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
緊
急
に
行
う
除
却
又
は
建
替
え
の
促
進
に
関
す
る
事
業
（
当
該
マ
ン

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
九
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に

よ
る
除
却
又
は
使
用
禁
止
の
命
令
が
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
六
日
国
土
交
通
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
申
請
書
そ
の
他
の

文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
又
は
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
、
手
続
、
そ
の
他
の

行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
令

の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
九
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
九
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
〇
号
）

1



こ
の
省
令
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行

す
る
。
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